
年
末
年
始
の
ご
み
・

し
尿
く
み
取
り
の

お
知
ら
せ

　

施
設
へ
の
自
己
搬
入
も
含
め
、

こ
の
期
間
は
休
業
し
ま
す
。
詳
し

く
は
ご
み
収
集
カ
レ
ン
ダ
ー
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

【
年
末
年
始
休
業
】

・
八
雲
地
域
：
12
月
31
日
（
日
）

〜
1
月
3
日
（
水
）

・
熊
石
地
域
：
12
月
31
日
（
日
）

〜
1
月
2
日
（
火
）

※
南
部
桧
山
清
掃
セ
ン
タ
ー
へ
の

自
己
搬
入
は
1
月
6
日
（
土
）

か
ら
と
な
り
ま
す
。

　

例
年
、
年
末
に
か
け
て
申
し
込

み
が
殺
到
す
る
た
め
、
余
裕
を

も
っ
て
お
申
し
込
み
く
だ
さ
る
よ

う
、
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

【
年
末
年
始
休
業
】

・
八
雲
地
域
：
12
月
31
日
（
日
）

〜
1
月
7
日
（
日
）

・
熊
石
地
域
：
12
月
31
日
（
日
）

〜
1
月
5
日
（
金
）

【
問
い
合
わ
せ
先
】

・
八
雲
地
域
：

　

環
境
水
道
課
環
境
衛
生
係

　

☎
0
1
3
7
│
63
│
2
0
2
0

・
熊
石
地
域
：

　

熊
石
総
合
支
所
住
民
サ
ー
ビ
ス
課

　

☎
0
1
3
9
8
│
2
│
3
1
1
1

ご
み
収
集
の
年
末
年
始

　
　
　
　
　

休
業
に
つ
い
て

年
内
の
し
尿
く
み
取
り
は

　
　
　
　
　
　
　

お
早
め
に

合
併
処
理
浄
化
槽
設
置

補
助
の
募
集
に
つ
い
て

　

町
で
は
、
生
活
排
水
に
よ
る
河

川
・
水
路
な
ど
の
公
共
水
域
の
水

質
汚
濁
を
防
止
し
、
生
活
環
境
の

保
全
を
図
る
た
め
、
下
水
道
整
備

区
域
以
外
（
下
水
道
整
備
区
域
内

に
あ
っ
て
は
当
分
の
間
整
備
が
見

込
ま
れ
な
い
場
合
）
の
方
が
ト
イ

レ
の
汚
水
だ
け
で
な
く
、
台
所
や

お
風
呂
な
ど
の
雑
排
水
も
処
理
で

き
る
合
併
処
理
浄
化
槽
を
設
置

し
、
補
助
金
の
交
付
を
希
望
す
る

方
を
4
月
、
8
月
広
報
で
募
集
し

て
い
ま
す
が
、
11
月
15
日
の
時
点

で
募
集
予
定
数
15
基
に
対
し
9
基

の
申
し
込
み
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

今
後
も
予
定
数
に
達
す
る
ま
で

随
時
受
け
付
け
し
ま
す
の
で
、
ご

希
望
の
方
は
お
早
め
に
お
申
し
込

み
く
だ
さ
い
。

【
募
集
予
定
数
】
6
基　

【
募
集
期
間
】
随
時　

※
予
定
数
に
達
し
た
時
点
で
受
け

　

付
け
を
終
了
し
ま
す
。

【
補
助
金
額
】

・
5
人
槽　

70
万
円
ま
で

・
7
人
槽　

90
万
円
ま
で

・
10
人
槽
以
上　

1
3
0
万
円
ま
で

【
問
い
合
わ
せ
先
】

　

環
境
水
道
課
下
水
道
係

　

☎
0
1
3
7
│
63
│
2
0
2
0

八雲地域
12月11日（月）

まで
㈲第一清掃
☎62－2904

申込期日地　域 連絡先

熊石地域
お早めに
お申し込み
ください

㈲折戸清掃
☎2－3837
または

熊石総合支所
住民サービス課

　業者が突然訪問し、「町の方から排水設備の点

検・清掃に来ました」などと、町から依頼されたよう

な説明をして点検・清掃などを勧める事例が発生し

ています。

　町では、宅地内の排水設備の点検・清掃の依頼

や斡旋は一切行っていませんので十分にご注意く

ださい。

　宅地内の排水設備は個人の財産であり、その維

持・管理は所有者自身が適正に行う必要がありま

すが、法令による点検・清掃等の義務づけはありま

せん。点検・清掃などが必要のない場合は、はっき

りお断りし、排水設備の点検・清掃を依頼される場

合については、必ず見積書を求め事前に費用を確

認してください。

　そのほか、ご不明な点は環境水道課下水道係に

お問い合わせください。

【問い合わせ先】

　環境水道課下水道係　☎0137－63－2020

宅地内の排水設備の
訪問販売（点検・清掃）

依頼する前に

必ず費用の

確認をY
不用品交換コーナー

・アンティーク調ラジオ
・富士山彫金画（銅）・扇風機
・ゴルフシューズ　・ベビーダンス
・スケートシューズ4足

ゆずります

ゆずってください

【申請方法】企画振興課、熊石総合支所住民サービ
ス課、落部支所にて申請書を備え付けていますので、
手続きを行ってください。
※町ホームページからも簡易登録申請が可能です。

【問い合わせ先】

企画振興課協働推進係 ☎0137－62－2300

11月15日時点

これまでの成立件数 77件

これまでの成立件数 38件

・羽毛布団
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